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①本年度の住民税が課税されていない人
　（基準日：本年１月１日）

　ただし、課税されている人（家族、配偶者など）

の被扶養者、生活保護の受給者は対象外です。

購入限度額

一人当たり２万５千円（販売額２万円）

※②の対象者は、上記の限度額×子どもの人数分

※５千円（販売額４千円）を１単位で購入することが

できます。

購入引換券送付時期

９月以降、審査が終わり次第随時発送

※購入時に必ず持参して下さい。

申請方法

①の対象者は、市から届く購入引換券交付申請書を

下記の期間内にご記入・ご返送下さい。

　 申請受付期間：７月中旬～12月31日㈫　消印有効

②の対象者は、購入引換券を直接送付します。

商品券使用可能店舗

　市内の店舗で商品券取扱店として登録された店舗（引換券送付時にお知らせします）

＜事業者の皆さんへ＞

　商品券取扱店として、多くの事業者の皆さんに登録をお願いいたします。申し込みは、太宰府市

商工会までお願いします。

太宰府市商工会が発行する「だざいふ得とく商品券」（プレミアム付商品券）」については、本年も

販売を予定しています。販売時期などは広報だざいふ8月１日号の折込チラシでお知らせします。

販売時期・場所

９月下旬～令和２年２月28日㈮

市内郵便局（東ヶ丘団地簡易郵便局を

除く8局。平日のみ）と、市役所（第2・4

土曜窓口サービス実施中のみ）で販売

使用可能期間

10月１日㈫～令和２年２月29日㈯

②３歳未満のお子さんがいる世帯の世帯主

⇒平成28（2016）年４月２日～令和元（2019）

年９月30日までに生まれたお子さんをお持

ちの人

太宰府市プレミアム付商品券に関するお知らせ

問い合わせ　プレミアム付商品券コールセンター

　　　　　　　　 ☎(921)9790（産業振興課　商工・農政係）

10月に予定されている消費税率10％への引き上げに伴い、住民税非課税者および乳幼児のいる子育て世帯に

対して、消費に与える影響を緩和すること、景気を下支えすることを目的として、プレミアム付商品券の販

売を行います。

※①と②の両方が対象となる人は、両方の条件で購入可能です。
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